
安全データシー ト

キ シ レ ン

作成日 2008年10月06日

改訂日 2015年3月31日

１ ． 化 学 品 等 及 び 会 社 情 報

化 学 品 等 の 名 称 キ シレン( Xy l ene )

製 品 コ ー ド H 26-B -135  (  製品コ ー ドなし)

会 社 名 ○○○○株式会社

住 所 東京都△△区△△町△丁目△△番地

電 話 番 号 03-1234-5678

フ ァ ッ ク ス 番 号 03-1234-5678

電 子 メ ー ル ア ド レ ス 連絡先＠検セ.or . j p

緊 急 連 絡 電 話 番 号 03-1234-5678

推 奨 用 途 及 び 使 用 上 の 制 限 異性体分離によりo-キ シレン、m-キ シレン、p-キ シレン、エ チルベ

ンゼ ン、脱メ チルによりベンゼ ン、合成原料として染料、有機顔料、

香料、可塑剤、医薬品、溶剤として塗料、農薬、医薬品など 一般溶

剤、石油精製溶剤である

２ ． 危 険 有 害 性 の 要 約

G H S 分 類

分 類 実 施 日 H 25 .8 .22、政府向けGH S分類ガイダンス（H 25 .7版）を使用

GH S改訂４版を使用

物 理 化 学 的 危 険 性 引火性液体 区分3

健 康 に 対 す る 有 害 性 急性毒性( 経皮) 区分4

急性毒性( 吸入：蒸気) 区分4

皮膚腐食性及び 皮膚刺激性 区分2

眼に対す る重篤な損傷性又

は眼刺激性

区分2

生殖毒性 区分1B

特定標的臓器毒性（単回ばく

露）

区分1 ( 中枢神経系、呼吸器、肝臓、

腎臓) 、

区分3 ( 麻酔作用)

特定標的臓器毒性（反復ばく

露）

区分1 ( 神経系、呼吸器)

吸引性呼吸器有害性 区分1

分 類 実 施 日 環境に対す る有害性はH 18 .3 .31、GH S分類マニュ アル（H 18 .2 .10

版）を使用

環 境 に 対 す る 有 害 性 水生環境有害性 （急性） 区分2

水生環境有害性 （長期間） 区分2

注）　上記のGH S分類で区分の記載がない危険有害性項目については、政府向けガイダンス文書で規定された

「分類対象外」、「区分外」ま たは「分類できない」に該当す る。なお、健康有害性については後述の１１項に、「分

類対象外」、「区分外」ま たは「分類できない」の記述がある。

Ｇ Ｈ Ｓ ラ ベ ル 要 素

絵 表 示

注 意 喚 起 語 危険

危 険 有 害 性 情 報 引火性液体及び 蒸気

飲み込ん で気道に侵入す ると生命に危険のおそれ

皮膚に接触す ると有害

皮膚刺激

強い眼刺激

吸入す ると有害

眠気又はめ ま いのおそれ

生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

中枢神経系、呼吸器、肝臓、腎臓の障害

長期にわたる、又は反復ばく露による神経系、呼吸器の障害

水生生物に毒性

長期継続的影響によっ て水生生物に毒性

注 意 書 き

安 全 対 策 使用前に取扱説明書を入手す るこ と。

全ての安全注意を読み理解す るま で取り扱わないこ と。

熱／火花／裸火／高温のも ののような着火源から 遠ざ けるこ と。－

禁煙。

容器を密閉しておくこ と。

容器を接地す るこ と／アー スをとるこ と。

防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用す るこ と。

火花を発生させない工具を使用す るこ と。
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静電気放電に対す る予防措置を講ず るこ と。

粉じん ／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプ レー を吸入しないこ と。

粉じん ／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプ レー の吸入を避けるこ と。

取扱後はよく手を洗うこ と。

こ の製品を使用す るときに、飲食又は喫煙をしないこ と。

屋外又は換気の良い場所でのみ使用す るこ と。

環境への放出を避けるこ と。

保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用す るこ と。

応 急 措 置 飲み込ん だ場合：直ちに医師に連絡す るこ と。

皮膚に付着した場合：多量の水と石けん （鹸）で洗うこ と。

皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこ

と。皮膚を流水／シャ ワー で洗うこ と。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやす い姿勢で休息さ

せるこ と。

眼に入っ た場合：水で数分間注意深く洗うこ と。次にコ ンタク トレンズ

を着用していて容易に外せる場合は外す こ と。その後も 洗浄を続ける

こ と。

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡す るこ と。

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けるこ

と。

気分が悪い時は医師に連絡す るこ と。

気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けるこ と。

特別な処置が必要である（こ のラ ベルの・・・を見よ）。

無理に吐かせないこ と。

皮膚刺激が生じた場合：医師の診断、手当てを受けるこ と。

眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けるこ と。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用す る場合には洗濯をす るこ と。

火災の場合：消火す るため に適切な消火剤を使用す るこ と。

漏出物を回収す るこ と。

保 管 換気の良い場所で保管す るこ と。容器を密閉しておくこ と。

換気の良い場所で保管す るこ と。涼しいとこ ろに置くこ と。

施錠して保管す るこ と。

廃 棄 内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業

者に依頼して廃棄す るこ と。

他 の 危 険 有 害 性 情報なし

３ ． 組 成 及 び 成 分 情 報

単 一 製 品 ・ 混 合 物 の 区 別 単一製品

化 学 名 又 は 一 般 名 キ シレン( Xy l ene )

別 名 ジメ チルベンゼ ン ( D i me thy l benzene )

濃 度 又 は 濃 度 範 囲 情報なし

分 子 式  ( 分 子 量 ) C8H 10  ( 106 .17 )

化 学 特 性  ( 示 性 式 又 は 構 造 式 )

C A S 番 号 キ シレン 1330-20-7，o-キ シレン 95-47-6，m-キ シレン 108-

38-3，p-キ シレン 106-42-3

官 報 公 示 整 理 番 号 （ 化 審 法 ） ( 3 ) -3

官 報 公 示 整 理 番 号 （ 安 衛 法 ） ( 3 ) -3

分 類 に 寄 与 す る 不 純 物 及 び 安 定 化

添 加 物

情報なし

４ ． 応 急 措 置

吸 入 し た 場 合 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやす い姿勢で休息

させるこ と。
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医師の手当、診断を受けるこ と。

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けるこ と。

皮 膚 に 付 着 し た 場 合 汚染された衣類を脱ぐこ と。

皮膚を速やかに洗浄す るこ と。

多量の水と石鹸で洗うこ と。

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けるこ と。

医師の手当、診断を受けるこ と。

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けるこ と。

汚染された衣類を再使用す る前に洗濯す るこ と。

眼 に 入 っ た 場 合 水で数分間、注意深く洗うこ と。次に、コ ンタク トレンズ を着用していて

容易に外せる場合は外す こ と。その後も 洗浄を続けるこ と。

眼の刺激が持続す る場合は、医師の診断、手当てを受けるこ と。

医師の手当、診断を受けるこ と。

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けるこ と。

飲 み 込 ん だ 場 合 口をす す ぐこ と。

医師の手当、診断を受けるこ と。

気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けるこ と。

急 性 症 状 及 び 遅 発 性 症 状 の 最 も

重 要 な 徴 候 症 状

吸入す ると、め ま い、し眠、頭痛、吐き気。

皮膚に接触す ると、皮膚の乾燥、発赤。

眼に接触す ると、発赤、痛み。

飲み込む と、灼熱感、腹痛、め ま い、し眠、頭痛、吐き気。

応 急 措 置 を す る 者 の 保 護 情報なし

医 師 に 対 す る 特 別 な 注 意 事 項 情報なし

５ ． 火 災 時 の 措 置

消 火 剤 小火災：二酸化炭素、粉末消火剤、散水、泡消火剤

大火災：散水、噴霧水、泡消火剤

使 っ て は な ら な い 消 火 剤 棒状放水

特 有 の 危 険 有 害 性 加熱により容器が爆発す るおそれがある。

火災によっ て刺激性、毒性、又は腐食性のガスを発生す るおそれが

ある。

引火性液体及び 蒸気。

特 有 の 消 火 方 法 引火点が極め て低い：散水以外の消火剤で消火の効果がない大きな

火災の場合には散水す る。

危険でなければ火災区域から 容器を移動す る。

移動不可能な場合、容器及び 周囲に散水して冷却す る。

消火後も 、大量の水を用いて十分に容器を冷却す る。

消 火 を 行 う 者 の 保 護 消火作業の際は、適切な空気呼吸器、化学用保護衣を着用す る。

６ ． 漏 出 時 の 措 置

人 体 に 対 す る 注 意 事 項 、 保 護 具 及

び 緊 急 措 置

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離す る。

関係者以外の立入りを禁止す る。

作業者は適切な保護具（「８．ばく露防止及び 保護措置」の項を参照）

を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。

適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に

触れてはいけない。

漏洩しても 火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の

保護衣を着用す る。

風上に留ま る。

低地から 離れる。

密閉された場所に立入る前に換気す る。

環 境 に 対 す る 注 意 事 項 河川等に排出され、環境へ影響を起こ さないように注意す る。環境中

に放出してはなら ない。

封 じ 込 め 及 び 浄 化 の 方 法 及 び 機 材 少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆っ て密閉

できる空容器に回収す る。

少量の場合、吸収したも のを集め るとき、清潔な帯電防止工具を用い

る。

大量の場合、盛土で囲っ て流出を防止し、安全な場所に導いて回収

す る。

大量の場合、散水は、蒸気濃度を低下させる。しかし、密閉された場

所では燃焼を抑えるこ とが出来ないおそれがある。

危険でなければ漏れを止め る。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地す る。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるため に用いる。

す べての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁

止）。

７ ． 取 扱 い 及 び 保 管 上 の 注 意

取 扱 い

技 術 的 対 策 『８．ばく露防止及び 保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具

を着用す る。

『８．ばく露防止及び 保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行

う。

安 全 取 扱 い 注 意 事 項 使用前に取扱説明書を入手す るこ と。

す べての安全注意を読み理解す るま で取扱わないこ と。
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周辺での高温物、スパー ク 、火気の使用を禁止す る。

容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きず るなど の取扱

いをしてはなら ない。

接触、吸入又は飲み込ま ないこ と。

眼に入れないこ と。

取扱い後はよく手を洗うこ と。

屋外又は換気の良い区域でのみ使用す るこ と。

こ の製品を使用す る時に、飲食又は喫煙をしないこ と。

環境への放出を避けるこ と。

接 触 回 避 『１０．安定性及び 反応性』を参照。

衛 生 対 策 こ の製品を使用す る時に、飲食又は喫煙をしないこ と。

取扱い後はよく手を洗うこ と。

保 管

安 全 な 保 管 条 件 技術的対策：保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを

不燃材料で作るこ と。

保管場所は屋根を不燃材料で作るととも に、金属板その他の軽量

な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこ と。

保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とす るこ

と。

保管場所の床は、危険物が浸透しない構造とす るととも に、適切な

傾斜をつけ、かつ、適切なため ま す を設けるこ と。

保管場所には危険物を貯蔵し、又は取り扱うため に必要な採光、照

明及び 換気の設備を設ける。

保管条件：熱、火花、裸火のような着火源から 離して保管す るこ

と。-禁煙。

酸化剤から 離して保管す る。

容器は直射日光や火気を避けるこ と。

容器を密閉して換気の良い冷所で保管す るこ と。

施錠して保管す るこ と。

安 全 な 容 器 包 装 材 料 消防法及び 国連輸送法規で規定されている容器を使用す る。

８ ． ば く 露 防 止 及 び 保 護 措 置

管 理 濃 度 50ppm

許 容 濃 度

日 本 産 衛 学 会 （ 2 0 1 4 年 度 版 ） 50ppm

A C G I H （ 2 0 1 4 年 版 ） TLV -TWA

TLV -STEL

設 備 対 策 適切な防爆の電気・換気・照明機器を使用す るこ と。

静電気放電に対す る予防措置を講ず るこ と。

こ の物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャ ワー を

設置す るこ と。

空気中の濃度をばく露限度以下に保つため に排気用の換気を行な

うこ と。

高熱工程でミストが発生す るときは、空気汚染物質を管理濃度以

下に保つため に換気装置を設置す る。

保 護 具

呼 吸 用 保 護 具 適切な呼吸器保護具を着用す るこ と。

手 の 保 護 具 適切な保護手袋を着用す るこ と。

眼 の 保 護 具 適切な眼の保護具を着用す るこ と。

保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴ ー グル型）

皮 膚 及 び 身 体 の 保 護 具 適切な顔面用の保護具を着用す るこ と。

９ ． 物 理 的 及 び 化 学 的 性 質

物 理 的 状 態

形 状 液体

色 無色

臭 い 特徴的な臭気

臭 い の し き い （ 閾 ） 値 情報なし

ｐ Ｈ 情報なし

融 点 ・ 凝 固 点 -5～13℃：GEST IS( 2014 )

沸 点 、 初 留 点 及 び 沸 騰 範 囲 113 .6～140℃：GEST IS( 2014 )

引 火 点 25℃( 密閉式) ：GEST IS( 2014 )

蒸 発 速 度 （ 酢 酸 ブ チ ル ＝ １ ） 情報なし

燃 焼 性 （ 固 体 、 気 体 ） 情報なし

燃 焼 又 は 爆 発 範 囲 情報なし

蒸 気 圧 情報なし

蒸 気 密 度 3 .66：計算値

比 重 （ 相 対 密 度 ） 0 .8801 ( 20℃/4℃) ：Merck ( 13 th ,2001 )

溶 解 度 情報なし

n - オ ク タ ノ ー ル ／ 水 分 配 係 数 情報なし

自 然 発 火 温 度 465℃：GEST IS( 2014 )

分 解 温 度 情報なし

粘 度 （ 粘 性 率 ） 情報なし

１ ０ ． 安 定 性 及 び 反 応 性

反 応 性 通常の取扱いにおいては安定である。
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化 学 的 安 定 性 通常の条件では、危険有害な反応は起こ ら ない。

危 険 有 害 反 応 可 能 性 強酸剤と激しく反応し、火災や爆発の危険をも たら す 。

避 け る べ き 条 件 加熱。

混 触 危 険 物 質 酸化剤。

危 険 有 害 な 分 解 生 成 物 加熱分解により一酸化炭素、ニ酸化炭素を生じる。

１ １ ． 有 害 性 情 報

急 性 毒 性

経 口 本物質はエ チルベンゼ ンを含む 異性体混合物として分類した。

ラ ットのLD50値として、3 ,500-8 ,800  mg /k g の範囲内での複数の

報告 ( N ITE有害性評価書 ( 2008 ) 、A TSDR  ( 2007 ) 、EPA

Pes t i c i d e  ( 2005 ) 、環境省リスク 評価第1巻 ( 2002 ) 、A CGIH

( 7 th ,  2001 ) 、CEPA  ( 1993 ) 、DF GOT v o l .  5  ( 1993 ) 、ECETOC

J A CC ( 1986 ) )  に基づき、区分外 ( 国連分類基準の区分5又は区

分外)  とした。新たな情報源 ( N ITE有害性評価書 ( 2008 ) 、

A TSDR  ( 2007 ) 、EPA  Pes t i c i d e  ( 2005 ) 、A CGIH  ( 7 th ,  2001 ) 、

DF GOT v o l .  5  ( 1993 ) 、ECETOC J A CC ( 1986 ) )  を追加し、区

分を見直した。

経 皮 ウサギ のLD50値として、1 ,700  mg /k g  ( EPA  Pes t i c i d e

( 2005 ) ) 、4 ,300  mg /k g  ( A CGIH  ( 7 th ,  2001 ) )  との2件の報告が

ある。それぞ れ区分4及び 区分外 ( 国連分類基準の区分5)  に該当

す るので、LD50値の小さい方が該当す る区分4とした。新たな情報

源 ( EPA  Pes t i c i d e  ( 2005 ) 、A CGIH  ( 7 th ,  2001 ) )  を追加し、区

分を見直した。

吸 入 ： ガ ス GH Sの定義における固体である。

吸 入 ： 蒸 気 ラ ットのLC50値 ( 4時間)  として、6 ,350-6 ,700  ppmの範囲内での

複数の報告 ( N ITE有害性評価書 ( 2008 ) 、A TSDR  ( 2007 ) 、環境

省リスク 評価第1巻 ( 2002 ) 、A CGIH  ( 7 th ,  2001 ) 、産衛学会許容

濃度の提案理由書 ( 2001 ) 、ECETOC J A CC ( 1986 ) 、N TP

TR 327  ( 1986 ) 、DF GOT v o l .  5  ( 1993 ) )  に基づき、区分4とした。

なお、各報告での異性体混合率は不明であるが、主成分と思われ

るm-異性体の蒸気圧を用いて飽和蒸気圧濃度 ( 7 ,897  ppm )  を得

た。LC50値がこ の飽和蒸気圧濃度の90％よりも 低いため 、ミストを

含ま ないも のとしてppmを単位とす る基準値を適用した。新たな情

報源 N ITE有害性評価書 ( 2008 ) 、A TSDR  ( 2007 ) 、A CGIH  ( 7 th ,

2001 ) 、産衛学会許容濃度の提案理由書 ( 2001 ) 、ECETOC

J A CC ( 1986 ) 、N TP TR 327  ( 1986 ) 、DF GOT v o l .  5  ( 1993 ) )  を

追加した。ま た、旧分類における区分4の設定値2,500-5 ,000  ppm

が2 ,500-20 ,000  ppmに変更されたため に、区分を変更した。

吸 入 ： 粉 じ ん 及 び ミ ス ト デ ー タ不足のため 分類できない。

皮 膚 腐 食 性 及 び 皮 膚 刺 激 性 本物質をウサギ の皮膚に適用した結果 ( 適用時間は不明) 、紅斑、

浮腫、壊死がみら れたとの報告 ( N ITE有害性評価書 ( 2008 ) )  の

ほかに、ウサギ 、マウス及び モルモットに本物質を適用した結果

( 適用時間は不明) 、軽度から 強度の刺激がみら れた ( A TSDR

( 2007 ) )  との報告があるが、いず れも 回復性についての記載はな

い。以上より区分2とした。

眼 に 対 す る 重 篤 な 損 傷 性 又 は 眼 刺

激 性

本物質の原液0.05から 0 .5  mL をウサギ の眼に適用した結果、軽

度の結膜刺激性と軽微な角膜壊死による不快、間代性眼瞼痙攣が

みら れたとの報告や ( N ITE有害性評価書 ( 2008 ) 、EH C 190

( 1997 ) ) 、本物質0.1  mL ( 87  mg )  を適用した結果、軽度から 中等

度の刺激性がみら れたとの報告がある ( N ITE有害性評価書

( 2008 ) 、A TSDR  ( 2007 ) ) 。その他にウサギ を用いた眼刺激性試験

の報告が複数あり、軽度から 中等度の影響がみら れたとの報告が

ある ( N ITE有害性評価書 ( 2008 ) 、EH C 190  ( 1997 ) ) 。以上の結

果から 区分2とした。

呼 吸 器 感 作 性 デ ー タ不足のため 分類できない。

皮 膚 感 作 性 デ ー タ不足のため 分類できない。なお、ボラ ンテ ィア24人に行っ た

試験で感作性はみら れなかっ たとの報告があるが ( N ITE有害性評

価書 ( 2008 ) ) 、詳細不明であるため 区分に用いるには不十分なデ

ー タと判断した。

生 殖 細 胞 変 異 原 性 ガイダンスの改訂により「区分外」が選択できなくなっ たため 、「分

類できない」とした。す なわち、i n  v i v oでは、ラ ット及び マウスの優

性致死試験、マウス骨髄細胞の小核試験、ラ ット、マウスの骨髄細

胞の染色体異常試験、ヒトのボラ ンテ ィアの末梢血を用いた姉妹染

色分体交換試験でいず れも 陰性である ( N ITE有害性評価書

( 2008 ) 、A TSDR  ( 2007 ) 、ECETOC J A CC 006  ( 1986 ) 、EH C

190  ( 1997 ) 、 IA R C 71  ( 1989 ) 、A CGIH  ( 7 th ,  2001 ) 、DF GOT

v o l .15  ( 2001 ) ) 。 I n  v i t roでは、細菌の復帰突然変異試験で陰

性、哺乳類培養細胞のマウスリンフ ォ ー マ試験で陽性1件のほかす

べて陰性、ヒト末梢血及び 哺乳類培養細胞の染色体異常試験で陰

性である ( N ITE有害性評価書 ( 2008 ) 、A CGIH  ( 7 th ,  2001 ) 、

A TSDR  ( 2007 ) 、EH C 190  ( 1997 ) 、 IA R C 71  ( 1989 ) 、ECETOC

J A CC 006  ( 1986 ) 、N TP TR 327  ( 1986 ) 、CEPA  ( 1993 ) ) 。

発 が ん 性 I A R Cでグルー プ 3 ( IA R C ( 1999 ) ) 、A CGIH でA 4 ( A CGIH  ( 7 th ,

2001 ) ) 、EPA でI  ( EPA  IR IS ( 2003 ) )  に分類されているこ とから 、

「分類できない」とした。
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生 殖 毒 性 工業用キ シレン ( エ チルベンゼ ンを含む 異性体混合物)  について

情報が得ら れた。

ラ ットを用いた異性体混合物の吸入経路での催奇形性試験におい

て、母動物性がみら れない用量でわず かな胎児に対す る影響 ( 胎

児体重の減少)  がみら れたとの報告 ( A TSDR  ( 2007 ) )  がある。

ま た、母動物毒性に関す る記載がない、あるいは、試験条件等に批

判はあるも のの、ラ ットを用いた異性体混合物の吸入経路での催

奇形性試験において、母動物毒性がない用量で吸収胚の増加がみ

ら れたとの報告 ( A TSDR  ( 2007 ) ) 、ラ ットを用いた異性体混合物

の吸入経路での催奇形性試験において、母動物毒性は不明である

が胎児に吸収胚の増加、小眼、水頭症がみら れたとの報告 ( N ITE

有害性評価書 ( 2008 ) 、EH C 190  ( 1997 ) 、A TSDR  ( 2007 ) )  があ

る。

さら に、工業用キ シレンには通常エ チルベンゼ ンが含有されてお

り、エ チルベンゼ ンの生殖毒性試験では、マウスを用いた吸入経路

での催奇形性試験において母動物毒性がみら れない用量で尿路

系の奇形 ( 奇形についての具体的な記載なし)  の増加、ラ ットを用

いた吸入経路での催奇形性試験において母動物毒性は不明である

が尿路系の奇形 ( 奇形についての具体的な記載なし)  の増加、ウ

サギ を用いた吸入経路での催奇形性試験において弱い母動物毒

性 ( 体重増加抑制)  がみら れた用量で流産 （３例中３例)  がみれ

たとの報告がある ( A TSDR  ( 2010 ) 、初期リスク 評価書 ( 2007 ) 、

SIDS ( 2005 ) 、環境省リスク 評価第１巻 ( 2002 ) ) 。

したがっ て、区分1B とした。

特 定 標 的 臓 器 毒 性 （ 単 回 ば く 露 ） ヒトについては事故例や職業ばく露等による吸入、経口経路の複数

のデ ー タがある。吸入ばく露では、気道刺激、頭痛、吐き気、嘔吐、

め ま い、昏睡、麻酔作用、協調運動失調、中枢神経系障害、反応

低下、疲労感、興奮、錯乱、振戦、死亡例では呼吸困難、意識混

濁、記憶障害、重度の呼吸器傷害 ( 肺うっ 血、肺胞出血及び 肺浮

腫) 、肝傷害 ( 肝臓の腫大を伴ううっ 血及び 小葉中心性の肝細胞の

空胞化) 、腎傷害、脳の神経細胞損傷がみら れ、同事例での生存

者においても 、四肢のチアノー ゼ 、肝臓傷害及び 重度の腎傷害、記

憶喪失の症状がみら れたとの報告がある。経口ばく露では、昏睡、

急性肺水腫、肝臓の損傷、吐血、肺のうっ 血、浮腫、中枢性の呼吸

抑制が原因で死亡の報告がある ( N ITE有害性評価書 ( 2008 ) 、

A TSDR  ( 2007 ) 、環境省リスク 評価第1巻 ( 2002 ) 、A CGIH  ( 7 th ,

2001 ) 、EH C 190  ( 1997 ) 、DF GOT v o l .1 5  ( 2001 ) 、ECETOC

J A CC ( 1986 ) ) 。

実験動物では、ラ ットの1300  ppm吸入ばく露で協調運動失調、ラ

ットの6 ,000  mg /k g 経口投与で鈍麻、知覚麻痺、昏睡など 中枢神

経毒性の報告があるほか、用量等ばく露条件不明であるが、ラ ッ

ト、マウス等で麻酔作用、衰弱、後肢運動減少、円背位姿勢、刺激

過敏性、振戦、衰弱、努力呼吸、呼吸数低下、筋肉痙攣、視覚及び

聴覚の障害、肺の浮腫、肺の出血・炎症、肝臓相対重量増加など

肝毒性を示唆す る所見 ( N ITE有害性評価書 ( 2008 ) 、A TSDR

( 2007 ) )  がある。ま た、急性ばく露による動物への影響は、神経

系、肺、肝臓である ( CEPA  ( 1993 ) )  との記載、ラ ット、マウスで、

経口、吸入、経皮の急毒症状は中枢神経系抑制である ( SIA P

( 2003 ) 、A TSDR  ( 2007 ) )  との記載も ある。

以上より、本物質は麻酔作用があるほか、中枢神経系、呼吸器、肝

臓、腎臓に影響を与えるため 、区分1 ( 中枢神経系、呼吸器、肝

臓、腎臓) 、区分3 ( 麻酔作用)  とした。

( なお、こ の分類結果は、キ シレン異性体個別のデ ー タではなく、キ

シレン混合物 ( Xy l enes ,  組成不明のキ シレンを含む )  を用いたデ

ー タである。異性体単独のデ ー タは別途それら の分類を参照のこ

と。)

特 定 標 的 臓 器 毒 性 （ 反 復 ば く 露 ） 総ばく露量の70％以上をキ シレン異性体混合物が占め る溶剤 ( キ

シレン以外にトルエ ン、エ チルベンゼ ンを含む がベンゼ ンは含ま な

い)  への吸入ばく露 ( 幾何平均濃度 14  ppm、平均ばく露年数7

年)  により、非ばく露群と比較して、不安、健忘、集中力の低下、め

ま い、吐き気、食欲不振、握力低下、筋力低下の発生頻度の有意

な増加がみら れた。しかし、血液検査項目、並び に肝機能の指標な

ど 血液生化学検査の測定項目には有意差はみら れなかっ た

( N ITE有害性評価書 ( 2008 ) 、A TSDR  ( 2007 ) ) 。ま た、職場でキ

シレンに慢性的にばく露された結果、努力呼吸、肺機能障害がみら

れたとの報告、キ シレン製造工場の作業者 ( 15-40  ppm、6ヶ月-5

年間)  の33％に頭痛、興奮、不眠症、消化不良、心拍数上昇が、

20％に神経衰弱、自律神経失調症がみら れたとの報告、さら にキ

シレンを溶剤として扱う塗装業者を対象とした疫学調査で、頭痛、

記憶喪失、疲労感や溶剤による脳症、神経衰弱症、脳機能の低

下、脳波の異常、器質的精神障害及び 痴呆など の発症がみら れた

との報告 ( N ITE有害性評価書 ( 2008 ) 、A TSDR  ( 2007 ) )  など が

あり、キ シレン以外の物質を含む 複合ばく露影響による報告例が多

いが、ばく露状況を考慮しても 本物質単独影響として慢性吸入ばく

露により、神経系及び 呼吸器系への有害影響が発生す るおそれが

あると考えら れる。こ の他、従前は血液系への影響 ( 貧血、白血球
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減少など )  も 懸念されたが、溶剤中に混入したベンゼ ンによる影響

の可能性があり、冒頭のベンゼ ンを含ま ないこ とが明白なばく露症

例による報告では血液検査で異常はみら れていないと記述されて

いる ( A TSDR  ( 2007 ) ) 。

一方、実験動物では、本物質 ( 蒸気と推定)  をラ ットに6週-2年間

吸入ばく露した複数の反復投与試験 ( ガイダンス値換算: 1 .30-

5 .23  mg /L/6時間 ( 最小影響濃度) ) 、及び イヌの13週間吸入ばく

露試験 ( 同 3 .51  mg /L/6時間 ( 最大無影響濃度) )  で、いず れも

ガイダンス値範囲内を上回る濃度ま で無影響であり、標的臓器を特

定可能な所見は得ら れていない ( N ITE初期リスク 評価書

( 2005 ) ) 。

以上より、ヒトでの知見に基づき、区分1 ( 神経系、呼吸器)  に分類

した。

吸 引 性 呼 吸 器 有 害 性 炭化水素であり、動粘性率は混合物のため 基になる数値が得ら れ

ず 求め ら れないが、o-、m-、及び p-異性体の各動粘性率計算値

( 25℃)  は各々0.86、0 .67、及び 0.70  mm2/s  ( H SDB  ( A cces s

on  Decembe r  2014 )  中の粘性率と密度の数値より算出)  とほぼ

同様の低値を示す こ とから 、混合物の動粘性率も 各異性体の値と

大きく異なるこ とはないと推定される。よっ て区分1に分類した。

１ ２ ． 環 境 影 響 情 報

生 態 毒 性

水 生 環 境 有 害 性 （ 急 性 ） 魚類（ニジマス）の96時間LC50=3 .3mg /L（CER I・N ITE有害性評

価書、2005）から 、区分2とした。

水 生 環 境 有 害 性 （ 長 期 間 ） 急性毒性が区分2、生物蓄積性が低いと推定されるも のの（l og

Kow=3 .16（PH YSPR OP Da ta ba s e、2005））、急速分解性がない

（B ODによる分解度：39%（CER Iハザー ドデ ー タ集、2005））こ とか

ら 、区分2とした。

オ ゾ ン 層 へ の 有 害 性 当該物質はモントリオー ル議定書の附属書に列記されていない。

１ ３ ． 廃 棄 上 の 注 意

残 余 廃 棄 物 廃棄においては、関連法規なら び に地方自治体の基準に従うこ と。

都道府県知事など の許可を受けた産業廃棄物処理業者、も しくは地

方公共団体がその処理を行っ ている場合にはそこ に委託して処理す

る。

廃棄物の処理を委託す る場合、処理業者等に危険性、有害性を十分

告知の上処理を委託す る。

汚 染 容 器 及 び 包 装 容器は清浄にしてリサイク ルす るか、関連法規なら び に地方自治体

の基準に従っ て適切な処分を行う。

空容器を廃棄す る場合は、内容物を完全に除去す るこ と。

１ ４ ． 輸 送 上 の 注 意

該当の有無は製品によっ ても 異なる場合がある。法規に則っ た試験の情報と、分類実施中の12項の環境影響情

報とに、基づく修正の必要がある。

国 際 規 制

国 連 番 号 1307

国 連 品 名 XYLEN ES

国 連 危 険 有 害 性 ク ラ ス 3

副 次 危 険 -

容 器 等 級 Ⅲ

海 洋 汚 染 物 質 該当す る

M A R P O L 7 3 / 7 8 附 属 書 Ⅱ 及 び

I B C コ ー ド に よ る ば ら 積 み 輸 送 さ れ

る 液 体 物 質

該当しない

国 内 規 制

海 上 規 制 情 報 船舶安全法の規定に従う。

航 空 規 制 情 報 航空法の規定に従う。

陸 上 規 制 情 報 消防法の規制に従う。

毒劇法の規制に従う。

特 別 安 全 対 策 危険物は当該危険物が転落し、又は危険物を収納した運搬容器が

落下し、転倒も しくは破損しないように積載す るこ と。

危険物又は危険物を収納した容器が著しく摩擦又は動揺を起こ さ

ないように運搬す るこ と。災害を防止す るため の応急措置を講ず る

と共に、も よりの消防機関その他の関係機関に通報す るこ と。

輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのない

ように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

食品や飼料と一緒に輸送してはなら ない。

重量物を上積みしない。

移送時にイエ ロー カー ドの保持が必要。

緊 急 時 応 急 措 置 指 針 番 号 130

１ ５ ． 適 用 法 令

法規制情報は作成年月日時点に基づいて記載されておりま す 。事業場において記載す るに当たっ ては、最新情報

を確認してください。

化 審 法 優先評価化学物質
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労 働 安 全 衛 生 法 名称等を表示す べき危険有害物（法第57条、施行令第18条別表第

9）

名称等を通知す べき危険有害物（法第57条の2、施行令第18条の2

別表第9）

リスク アセスメ ントを実施す べき危険有害物（法第57条の3）

危険物・引火性の物

第２種有機溶剤等

作業環境評価基準

化 学 物 質 排 出 把 握 管 理 促 進 法 第１種指定化学物質

毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 劇物

消 防 法 第４類引火性液体、第二石油類非水溶性液体

航 空 法 引火性液体

船 舶 安 全 法 引火性液体類

労 働 基 準 法 疾病化学物質

１ ６ ． そ の 他 の 情 報

参考文献 各デ ー タ毎に記載した｡

＜モデ ルSDSを利用す るときの注意事項＞

本安全モデ ルデ ー タシー トは作成年月日時点における情報に基づいて記載されておりま す ので、事業場にお

いてSDSを作成す るに当たっ ては、新たな危険有害性情報について確認す るこ とが必要です 。さら に、本安全

デ ー タシー トはモデ ルです ので、実際の製品等の性状に基づき追加修正す る必要がありま す 。ま た、特殊な

条件下で使用す るときは、その使用状況に応じた情報に基づく安全対策が必要となりま す 。

No.00144
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